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一
九
一

0
1
一
四
年
は
英
園
第
働
者
階
級
が
そ
の
弊
働
運
動
史
上
窓
前
の
規
模
と
激
烈
さ
と
を
以
て
闘
弔
し
た
時
期
で
あ
る
。

通
常

〆

こ
の
時
期
は
サ
ン
ヂ
カ

g
T
ム
が
英
闘
に
導
入
せ
ら
れ
て
そ
の
勢
働
運
動
と
資
質
的
な
連
闘
を
持
っ
た
時
と
咽
僻
さ
れ
て
い
る
。

周
知
の

之
が
影
響
を
受
け
た
と
い
わ
れ
ふ
首
時
の
勢
働
者
階
絞
の
激
烈

な
関
宰
の
惟
格
規
定
、
一
史
に
云
え
ば
こ
の
闘
宰
が
革
命
的

1
資
本
主
義
の
止
場
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
首

抽
出
問
題
と
な
る
。
故
に
こ
の
時
代
の
一
闘
争
の
性
格
規
定
が
第
一

O
課
題
を
な
す
o

こ
の
課
題
を
営
時
の
闘
宰
に
ぬ
け
る
特
徴
的
形
態
を

上
う
『
サ

y
ヂ
カ
り
T
ム
は
、
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
が
故
に
、

析
出
し
、
之
が
性
格
規
定
を
行
う
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
に
す
る
。

が
第
二
の
課
閣
を
な
す
o

以
上
二
点
が
小
論
の
課
題
を
な
す
ロ

次
に
闘
争
の
性
格
規
定
の
物
質
的
基
礎
の
検
討
之

一
九
一

0
1
一
四
年
の
英
関
勢
働
運
動
史
上
に
占
め
る
地
位

十
九
世
相
最
初
の
三
分
の
一
期
以
後
第
一
女
大
職
活
の
英
同
勢
働
運
動
史
は
大
別
し
て
、

一
九
一

O
t
一
四
年
の
三
期
に
分
れ
る
。

第
一
章

付
一
八
コ
一
六

t
四
八
年
、

伸
一
八
王

O
l
一
九

O
九
年
、

信l

先
ず
付
は
所
謂
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
期
で
そ
れ
は
一
八
三
二
年
目
改
革
法
か
ら
排
除
さ
れ
た
勢
働
者
階
級
が
普
通
選
母
様
そ
の
他

の
要
求
を
繰
る
闘
宰
H
H
争
政
棟
を
緯
る
政
治
闘
宰
に
主
力
を
注
い
だ
時
期
で
あ
り
、
そ
の
要
求
賀
現
の
潟
に
ゼ
ネ
ス
ト
そ
の
他
の
賓
力

行
使
に
訴
え
た
が
、
そ
れ
等
は
飽
く
迄
合
法
運
動
の
限
界
を
守
っ
て
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
規
定
し
得
る
。

共
に
併
を
支
配
し
た
の
は
階
額
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、

資
本
主
義
一
世
曾
に
封
す
る
勢
働
者
階
殻
の
積
極
的
な
遁
臆
で
あ

向
は
全
く
或
は
叫
叫
ん
ど
な
か
っ
た
と
一
式
つ
で
も
過
言
で
は
な
い
。

る
。
と
の
と
と
か
ら
営
然
推
測
で
き
る
よ
う
に
こ
の
時
期
の
勢
働
運
動
は
全
く
経
桝
主
義
的
な
そ
れ
で
あ
っ
て
政
治
闘
宰
に
封
す
る
志

然
も
こ
の
経
憐
主
義
た
る
や
そ
の
限
界
内
に
於
て
さ
え
ス
ト
ラ
イ
キ

第
主
規

一九一

O

一
四
年
に
於
け
る
英
図
努
働
運
動
の
性
絡

第
七
十
時
世

四
五



一九、一

o
l
一
四
年
に
於
け
る
英
図
勢
働
運
動
の
性
格

第
七
十
箱

第
五
掠

四
六

等
の
賛
力
行
使
に
よ
る
勢
働
諸
業
件
め
改
善
よ
り
も
、
寧
ろ
安
協
に
よ
る
改
善
を
志
向
し
賛
践
し
た
も
の
で
あ
る
。

ラ
イ
キ
に
訴
え
る
よ
り
も
訓
停
主
仲
裁
に
訴
え
る
粧
神
主
義
め
時
期
と
規
定
し
得
る
。
勿
論
後
述
の
如
く
己
の
時
期
に
入
る
や
直
ち
に

右
の
上
う
な
イ
J
F

オ
ロ
ギ
ー
が
持
働
運
動
界
を
支
配
し
た
の
で
は
な
く
、

故
に
刊
は
ス
ト

一
八
七

0
年
代
迄
は
そ
の
準
備
期

そ
れ
以
後
が
賛
践
期
と

者
え
ら
れ
る
。

以
上
の
規
定
中
政
治
闘
宰
が
全
く
或
は
殆
ん
ど
無
か
っ
た
と
い
う
点
に
闘
し
、
一
九

O
O年
以
後
の
勢
働
黛
を
あ
げ
て
反
論
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
然
し
み
が
ら
営
時
の
持
働
黛
怯
未
だ
社
合
主
義
政
黛
た
る
こ
と
す
ら
明
示
し
て
居
ら
ず
、
新
自
由
主
義
の
原
則
に
立

っ
て
所
謂
世
曾
政
策
立
法
を
推
進
し
た
自
由
黛
の
鴎
尾
に
附
し
後
塵
を
押
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
然
も
こ
の
枇
曾
政
策
は
右
に
規
定

し
た
加
き
階
級
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
ち
、
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
済
主
義
の
補
強
と
し
て
の
意
味
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
ρ

従
っ
て
右
の
一
規
定
は
成
立
L
得
る
と
考
え
る
。

睦

ω
鰐
働
持
が
祉
合
主
義
政
紫
た
る
こ
と
を
開
示
し
た
の
は
一
九
一
入
年
の
紫
規
約
改
正
に
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あ
り
次
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る
@
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P
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一
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政

z
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件

卸

片

時

開

V

」
ト

一年ス
一
た

宍年
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Strikes and'Lock-outs in 1913. 
F叫

司

A

当
日
)

次
に
同
円
は
賦
労
働
者
階
扱
が
キ
九
世
紀
後
半
以
後
の
長
期
の
ス
ラ

y

プ
か
ら
脱
却
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
の
波
が
全
英
圏
を
襲
っ
た
深
刻
な
「
努

倒
不
安
(
戸
島
南
口
ロ
H
2
4」
矧
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
妹
勢
に
閲
し
て

は
、
女
の
統
計
が
何
よ
り
も
堆
鮮
に
之
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

然
ら
ば
そ
の
闘
争
の
性
格
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か

7

果
し

て
そ
れ
は
草
命
的
な
闘
争
で
あ
っ
た
か

Y

第

ニ

寧

一
九
一

o
t
一
四
年
に
於
り
る
A

ト日
7

4
キ

目、弘

こ
と
で
は
「
努
働
不
安
」
期
の
指
革
勢
力
で
あ
り
且
サ
ン
ヂ
カ
リ
ザ
人
ム
の
影
響
が
最
も
強
力
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
炭
坑
夫
・
融
関
道

第

色町

従
業
員
・
運
輸
弊
働
者
に
づ
い
て
分
析
を
行
い
、
そ
こ
に
於
け
る
特
徴
的
形
践
を
析
出
す
る
こ
と
に
主
力
を
注
ぐ
。

ヌ
ト
ラ
イ
キ
の
原
因
及
び
結
果

決

~t 

~ 

ノ、ニ

「
努
働
不
安
L

期
は
炭
坑
夫
の
悶
竿
に
よ
り
開
始
さ
れ
た
。

八
時
間
勢
働
誌
、
り
成
立
と
共
に
ノ
1
ザ
ン
パ
1
ヲ
Y

下
及
び
グ
l

ラ
ム

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
間
労
働
運
動
白
性
格

第
七
十
巻

第
五
披

四
七



一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
間
労
働
運
動
の
性
格

の
資
本
家
は
協
和
の
承
諾
の
下
に
三
交
替
制
を
採
府
、
一
九
一

O
年
一
月
一
日
か
ら
賢
施
さ
れ
た
。
然
る
に
一
般
組
合
員
守
自
w
自
白

呂
与
は
之
に
反
釣
し
隔
地
方
の
三
分
の
一
以
上
の
弊
働
者
が
ス
ト
に
入
っ
た
o

協
合
の
指
導
者
連
及
び
大
英
抗
夫
聯
合
品
聞
の
再
三
の
λ

ト
中
止
勅
昔
に
も
拘
ら
ず
之
を
拒
否
し
て
繍
行
さ
れ
た
が
、

第
七
十
念

四

第
五
銃

四

^ 

協
脅
か
ら
何
等
の
援
助
も
得
ら
れ
ず
迭
に
四
月
に
至
っ
て
中
止
さ
れ
た
。

従
来
乙
の
地
方
は
全
英
閣
の
坑
夫
中
「
右
翼
で
あ
り
勢
働
貴
族
の
地
位
に
あ
っ
た
」
が
、
そ
の
彼
等
が
指
導
者
の
勘
合
を
無
視
し
之
と

側
副
克
的
立
場
に
京
っ
て
日
〈
ト
を
行
っ
た
こ
と
は
こ
の
時
期
の
特
異
性
の
前
兆
を
な
す
。

語

ω
一
九
O
入
年
に
成
立
し
た
口

EH
富
田
ロ
自
国
。
官

EMOロ
k

仰
の
件
。
特
別
の
職
摘
を
除
き
坑
内
夫
の
努
働
時
間
を
八
時
間
に
制
限
す
る

こ
と
専
を
規
定
。

(FC片
品
』
息
苦
S
U
H
E
C寄
庄
司
。
『
】
冊
目
ω
目
白
恩
師
宮
Z
m
司
同
日
間
|
同
部
)

向

E
B
O
N住
宅
規
坑
夫
の
組
合
は

E

E
企
T
E
a
l吋
白
山
耳
目

n
Z
Z
O
O耳
目
↓
〈
甲
骨

ECO回
)
↓
神
宮
宮
司
・
口
回
・
と
な
っ

工
い
た
(
口
'
口
同
口

OHO-CσO吋
E
甚
ω
口
O何
回
宮
H
Eロ
ぬ
同
国
内
凶
臣
可
匂
戸
叫
)

ω
二
月
一

E
目
協
註
執
行
委
員
舎
が
ス
ト
中
止
を
要
求
し
た
が
拒
否
、
商
い
て
大
英
坑
夫
迫
合
曾
の
執
行
事
員
参
加
の
下
に
協
曾
執
行
委
員

曾
を
聞
き
ス
ト
中
止
脇
台
を
行
っ
た
が
之
も
拒
否
。

E

・
ス
マ
イ
n
y

ー
そ
の
他
の
夫
英
抗
夫
連
舎
曾
の
幹
部
は
協
定
に
従
う
.
へ
き
こ
と
を
強
硬
に

主
張

P
R品
炉
拝
者
同

F
U
H
E
P
-
P
H
U剖
)

ω
↓F
国
。
岳
民
何
回

U
町
円
。
目
円
町
田
氏
a
目

Z
H
h
w
E
C口
m
E
M
M
U自
由

坑
夫
の
賃
銀
は
官
時
一
一
定
の
標
準
プ
ラ
ス
一
M
出
な
る
一
一
檀
の
出
来

高
抑
制
に
上
っ
て
居
り
、
そ
の
翻
は
地
方
に
よ
り
相
具
は
あ
っ
た
も
の
の
地
方
毎
に
決
定
さ
れ
、
個
々
の
資
本
家
の
窓
意
に
よ
っ
て
は

如
何
と
も
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
所
澗
ぷ
『
ロ
司
自
己

HVEg--
務
働
者
で
彼
等
の
賃
銀
は
何
々
の
資
本
家
に
よ
り
決
'

せ
ら
れ
て
い
だ
o

九
月
一
日
以
後
歩
ザ
ス

'
F
エ
]
ル

T
を
製
っ
た
ス
ト
は
こ
の

a
ω
U白
耳
目
色
官

Eno--

緩
い
て
同
年
九
月
サ
ウ
ス
・
ク
エ

1
ル
T
に
火
の
手
が
上
っ
た
。

を
続
っ
て
で
あ
り
、
こ
の

地
方
の
大
曾
枇
「
ケ
ム
プ
り
ア

y
聯
合
L

所
有
の
一
決
抗
の

J
Z
O門
自
色

ERo--
持
働
者
が
品
開
祉
の
賃
銀
容
を
担
否
し
た
得
該
炭



抗
が
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
之
は
漸
次
損
大
し
迭
に
は
同
脅
祉
の
益
決
抗
の
勢
働
者
一
万
二
千
人
が
同
情
ス
ト
に
入
っ
た
。

等
の
要
求
は

J
Fロ
日
自
色
司

Eno--
勢
働
者
へ
の
最
低
賃
銀
制
の
保
障
で
あ
っ
た
が
常
時
「
サ
ウ
2

ス
・
ヲ
エ
ー
ル
芹
坑
夫
融
制
令
合
」

は
持
働
者
の
要
求
支
持
減
之
ォ
=
ォ

y
、
プ
レ
ー
ス
、
リ
チ
十

1
T
等
を
中
心
と
す
る
聯
合
曾
指
導
者
等
の
現
欣
維
持
波
と
に
分
れ
、

後
者
の
勢
カ
が
強
か
っ
た
潟
勢
働
者
の
要
求

14Y
ヲ
ス
・
よ
り
J

Z

1

ル
ず
の
ぜ
ネ
ス
ト
は
折
否
さ
れ
た
。
十
二
月
に
入
る
や
勢
働
者
は
熟 彼

練
勢
働
者
八
志
・
不
熟
練
静
働
者
五
志
の
具
体
的
な
最
低
賃
銀
要
求
を
掲
げ
、
聯
合
合
指
導
者
も
支
持
す
る
に
至
っ
た
。

月
大
英
坑
央
聯
合
舎
は
調
湾
閣
を
波
遁

L
た
が
、
彼
等
は
「
J

杢
英
炭
坑
の
ゼ
ネ
ス
ト
」
を
要
求
す
る
。
ス
ト
傍
働
者
に
迎
え
ら
れ
窓
ム
く

引
上
げ
ざ
る
を
符
な
か
っ
た
。
王
月
に
入
る
や
犬
英
抗
央
聯
令
品
聞
は
脅
枇
側
費
銀
率
を
認
め
る
韓
明
を
殻

L
、
六
月
に
は
従
来
支
給

L

て
い
た
ス
可
費
金
を
停
止
し
た
。
と
の
鴛
資
金
品
川
乏
に
悩
み
な
が
ら
も
七
月
迄
捜
行
さ
れ
、
滋
に
八
月
一
日
中
止
の
止
む
な
き
に
至
っ

た。

翌

今ー

睦
問
閣
休
協
約
に
よ
内
過
去
の
一
定
時
の
賃
銀
水
準
を
「
標
畑
中
」
と
し
て
採
用
し
て
い
た
。
即
ち
ノ
1
ザ
ン
バ
1
ラ
ン
ド
・
ダ
T
一ブム・

ヵ

ν
バ
1
ラ
ν
ド
・
サ
ウ
ス
ウ
エ
ー
ル
ズ
は
一
八
七
九
年
が
そ
の
他
の
イ
V
J

グ
ヲ

ν
ド
及
び
ス
コ

y
!
プ
ン
ド
の
大
多
額
で
は
一
司
八
九
人
告
が
「

標
準
」
と
さ
れ
て
い
た
。
之
に
プ
ラ
ス
ず
る
匁
%
は
努
賛
同
般
の
代
表
及
び
一
名
の
中
立
委
貝
長
よ
内
成
る
該
地
方
の
調
停
機
関
に
よ
均
決
控
e

B
・
4
4且
ロ
白
河
白
血
同
E

』

-
F
5
-
t
F世
田
司
区
司
同
同
日
O
H
M
H
N岨
)

ω
J
Z
E口
E
H
E
R
O
S
と
は
鏑
暦
が
薄
い
所
、
粉
末
性
の
石
撲
が
多
い
所
、
坑
道
支
持
に
除
分
の
木
材
や
要
ナ
る
所
辛
を
意
味
し
、
之
等

は
四
万
働
白
生
産
院
を
小
な
ら
し
め
る
篤
出
来
高
掛
制
の
下
で
ほ
と
と
に
儲
〈
勢
働
者
は
不
利
、
そ
の
ヱ
彼
等
は
有
本
家
と
個
々
に
突
渉
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
@
成
程
彼
等
に
手
嘗
が
支
給
さ
れ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
之
も
資
本
家
の
惑
意
に
よ
り
決
せ
ら
れ
E
い
た
。
(
的
自
白

国
司
岳
σ
ニE
S
H
M
印
甲
l
日仏
)(poH唱
巴
自

m
m
E
S
E
-
吋
宮
印
可
自
問
。
ロ

0
5
0
H
F
B
O
B
-
出
荷
E
品
戸
日
目
|
一
回
司
)

ス
ト
に
破
れ
た
サ
均

J

ス
・
ウ
孟

1
ル
J

人
の
坑
夫
は
益
英
炭
坑
に
代
表
を
糠
遣
し
て
、

寸
R
陶
『
目
。
同
自
色
司
日
向
。
。
ョ
弊
働
者
に
最
低
賃
銀

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
闘
努
働
運
動
の
性
格

第
七
十
省

=
一
一
五

第
五
競

四
九



一
九
一

oー
一
四
年
に
於
け
る
英
園
野
働
運
動
の
性
格

「》

を
」
の
ま
俸
を
行
い
、
更
に
代
表
は
大
英
坑
夫
聯
合
曾
に
於
て
要
求
貫
徹
の
筋
の

τネ
人
ト
決
行
を
主
張
し
た
。

《
円
》

銀
要
求
は
サ
ワ
ス
・
ク
エ

1
ル
芳
の
み
な
ら
ず
全
英
茨
抗
で
公
然
と
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
」

第
七
十
巻

」一，、

第
主
競

五
O 

十合
月曾
にの
，1:， f肯
定導
に者

前淫
進は
L ~.. 

'C 九
阜-

"1-
~九
百月

i j 
育 E
O 長一

てコ

25 
7工・
ら 静
ず働
金岩
波へ
坑の
夫最

2霊
地銀
方 を
別要
最求
低すか
貨るか

銀 売 る
裏書~犬
求を勢
を 費 に
提本押
出家さそ
し側れの
、にて結

之手大果
を交‘英「
大し坑最
英たr夫低
坑 0::'"聯貨

夫
聯
令
官
と
資
本
家
の
全
同
組
織

1
「
大
英
石
炭
聯
合
曾
」
と
の
聞
で
交
渉
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
資
本
家
側
は
地
方
別
交
渉
を

主
張
し
て
譲
ら
ず
大
英
坑
夫
聯
合
曾
が
譲
歩
し
て
地
方
別
交
渉
べ
移
っ
た
が
、
途
に
之
も
行
き
詰
っ
た
。
こ
の
段
階
に
於
て
サ
ウ

J

ス・

ヲ
ヱ

1
ル
ズ
は
ゼ
ネ
ス
ト
を
主
張
し
、
十
三
月
下
旬
の
ぜ
ネ
ス
ト
を
擦
る
全
炭
坑
夫
の
一
般
投
票
は
麗
倒
的
多
数
で
ス
ト
支
持
を
表
明

し
た
O

F

二
年
に
入
る
や
、
サ
ヲ
ス
・
ヲ
ヱ
1

1

N

J

〈
に
「
坑
夫
の
女
の
手
段
」
と
題
す
る
パ
Y

フ
レ

y
ト
が
流
布
さ
れ
た
。
之
は

ω

蕨
業
別
組
合
主
義
に
よ
る
犬
英
坑
夫
聯
合
曾
の
編
成
替

ω
バ
ー
ル
・
ス
ト
の
賢
行

ω
最
低
賃
銀
・
野
働
時
間
の
短
縮

ω
静
働
者

に
よ
る
炭
坑
業
の
運
砦
等
を
稲
歌

L
、
サ
ン
ヂ
カ
り
ス
ト
の
論
題
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
犬
英
坑
夫
聯
合
品
開
の
指
導
者
遣

は
二
月
初
旬
所
調
「
五
志
二
志
」
要
求
と
稽
せ
ら
れ
る
最
後
的
要
求
を
資
本
家
側
に
提
出
し
た
が
、
後
者
ば
地
方
別
最
低
賃
銀
問
題
か

ら
更
に
一
族
後
退
し
て
ま
問
一

F
E
S邑
ERO--
問
題
げ
み
を
取
拡
う
こ
と
を
提
議
し
事
質
上
要
求
を
担
否
し
た
。
に
も
拘
ら
ず
大
英
坑

nHU

《

uu

夫
聯
合
舎
の
指
導
者
建
は
妥
協
へ
の
意
志
を
公
然
と
表
明
し
、
政
府
が
介
入
す
る
や
直
ち
に
之
に
麿
じ
た
。
政
府
調
停
案
に
射
し
指
導

¥ 

者
建
は
同
意
し
費
本
家
側
は
担
否
し
た
。
か
く
て
指
導
者
遣
は
還
に
ス
下
指
令
を
穫
し
、

百
万
o
政
府
は
再
度
の
調
停
失
敗
後
、
「
最
低
賃
銀
法
案
」
を
議
曾
に
提
出
し
、
三
月
二
九
日
可
決
成
立
し
た
。
大
英
坑
央
聯
合
曾
の

指
草
者
連
は
こ
の
法
律
が
勢
働
者
の
「
五
志
二
志
」
要
求
に
マ
ッ
チ
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、

票
に
問
う
た
。
そ
の
結
果
四
万
三
千
葉
の
晶
君
で
練
行
の
意
志
が
表
明
さ
れ
た
が
、

一
月
↑
日
ゼ
ネ
ス
干
開
始
、
参
加
勢
働
者
約

之
が
支
持
を
決
意

L
ス
ト
中
止
を
一
一
般
投

「
ゼ
ネ
ス
ト
は
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
す
」
と



《

MM

の
決
議
に
従
い
中
止
を
指
令
し
た
。

語。。Q
M
 

品
川
匂

N
G
白
}ω

盛
岡
は
「
金
坑
内
央
に
対
ナ
る
最
低
賃
銀
原
則
を
資
本
家
が
拒
否
し
た
こ
と
を
遺
憾
、
と
す
る
。
之
れ
が
認
め
ら
れ
る
抱
一
現
在
の
守
点
は
解

決
し
な
い
併
し
な
が
ら
若
L
費
本
家
が
欲
ナ
る
た
ち
ば
吾
々
は
と
の
問
題
の
論
義
に
何
時
で
も
散
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(FO刊
向
、
μ
回目州司坪
V
-
H
H
U
E
-
H
Y
国
出
)

ゆ
最
低
賃
銀
要
求
を
支
持
し
之
を
地
方
別
に
交
渉
す
る
と
い
う
の
が
そ
の
内
容
(
ロ
ロ
・
図
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m
n
H
M
Z
自
防
団
E
目
日
H
M
E
H
O
R
H
M
自民

5
品
目
日
目
日
日
防
省
品
。
宮
田
島

o
p
F
m
m
R自
民
世
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ω
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E
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d
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同
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目
品
目
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剛、
b
E
R
E
-ロ
.. 
を
任
務
と
す
る
最
低
賃
銀
局
の
設
置
を
規

賢
し
て
い
る

O
(の
口
同
円
。
rouHUMP-HM
日仏臼)

ω
之
仕
一
九
一
一
年
十
二
月
一
一
一
目
白
執
待
委
員
舎
で
決
議
さ
れ
E
い
た
。

m
k，H
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E
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目
自
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O
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内
容
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賃
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少
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以
上
の
検
討
を
通
じ
炭
坑
勢
働
者
階
叡
に
は
相
封
抗
す
る
こ
つ
の
陣
替
が
あ
っ
-
た
こ
と
を
肴
取

L
得
る
。

即
ち
↑
方
に
は
?
の

J

ス
・
よ
り
d
Z
1
ル
J
A

の
勢
働
者
を
中
心
と
す
る
司
自
田
内
自
己
目
官
。
こ
の

E
ロ
宵
自
色
町
宮
が
還
に
一
一
一
年
の
ゼ

ネ
ス
ト
を
激
稜
す
る
に
至
っ
た
。
他
方
に
は
大
英
坑
夫
聯
合
曾
の
指
章
者
建
。
彼
等
は
凡
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
ス
ト
回
避
に
努
め
、
そ

れ
が
日
ロ
r

B

E
口
O
の
断
乎
た
る
熊
度
主
資
本
家
側
の
強
硬
な
態
度
と
に
は
さ
ま
れ
て
、
失
敗
に
蹄
す
る
六
日
M
r
g
ι
E
O
Jの

一
九
一

oー
一
四
年
に
於
け
る
英
圏
勢
働
運
動
の
性
的
問

第
七
十
巻

七

第
亙
蹴

豆



一
九
一

oー
-
四
年
に
於
け
る
英
岡
野
働
運
動
の
性
椅

第
七
十
箱

入

第
五
抗

措

主

意
志
及
び
利
維
を
無
関
し
て
ス
ト
を
中
止
せ
し
め
た
。

三
年
に
入
る
と
新
組
令
主
義
の
原
則
に
立
つ
非
組
合
員
問
題
を
繰
る
ス
下
が
頻
殻
し
た
。

六
件
は
こ
の
叶
題
を
繰
っ
て
で
あ

M
M
そ
れ
は
弊
働
者
一
の
勝
利
に
蹄
し
た
。

九

即
b
同
年
に
起
っ
た
ス
ト
七
件
中

睦

白骨

国

B
E
1
4
r
E
O
川
同
畠
。
且
自
由
E
w
m
m
目白

E
n
r
E
H
m
E
S
H
M
M
ν
∞
伊

1
8

鍛

進

従

業

員

一
九

O
七
年
の
鋭
道
協
定
は
勢
働
組
合
の
非
公
認
・
調
停
機
構
の
複
雑
性
・
調
停
項
目
を
勢
働
時
闘
に
限
る
等
努
働
者
に
極
め
て
不

利
で
あ
っ
た
。
他
方
資
本
家
は
機
構
の
複
雑
性
を
利
用
し
て
調
停
中
の
問
題
解
決
の
遷
延
に
努
め
、
叉
公

E
な
る
べ
き
仲
裁
者
の
判
決

戸
、

z
u
u

は
勢
働
者
に
不
利
な
点
が
多
丸
、
該
協
定
に
封
す
る
不
満
は
勢
働
者
聞
に
充
満
し
て
い
位
。
他
方
勢
働
者
の
生
活
水
準
は
低
下
し
て
居

川
引
が
銭
道
産
業
は
一
潤
即
殻
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ

τい
た
。

f
v
ヂ
カ
り
ス
下
干
ム
・

7
y
は
り
ヴ
ア
1

プ
ー
ル
地
域
で
宣
停
活
動
を

行
っ
て
い
た
が
闘
争
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
賛
に
こ
の
地
域
の
勢
働
者
で
あ
る
。
即
ち
一
九
一
一
年
八
月
五
日
「
ラ
Y
カ
シ
ア

1

・ョ

(2) 

ー
ク
シ
ア

1
錦
這
し
の
り
が
プ

1
プ
1
ル
地
域
の
勢
働
者
は
調
停
機
関
の
判
決
を
不
渦
と
し
て
円
ト
に
入
り
、

他
の
地
械
の
勢
働
者
が
之
に
醐
聞
い
た
。
然
も
彼
等
は
中
央
の
組
合
指
導
者
の
認
可
も
得
ず
問
主
的
に
関
宰
に
入
っ
た
の
で
あ
り
、
金
銭

道
勢
働
者
の
ゼ
ネ
λ

ト
を
要
求
し
、
各
地
域
の
庚
汎
な
勢
働
者
に
支
持
さ
れ
た
。
か
か
る
欣
坊
に
直
面
し
て
組
合
指
導
者
濯
も
峡
起

L

S
目
出
〉
自
旦
岡
田
国
間
宮
白
的
。
。
向
。

q
a同
注
目

4
2
q
P
2
3
R・
を
中
や
と
す
る
同
ι

組
合
同
V

執
行
要
員
は
品
開
合
し
も
最
後
通
胎

r資
本
家

側
に
手
交
し
た
。
政
府
は
事
の
重
大
性
に
精
き
介
入
し
て
一
《
把
ー
を
提
出
し
た
が
、

7
y
チ
ェ
ス
タ
ー
そ
の

態
度
に
山
、
迭
に
八
月
一
七
日
ゼ
ネ
ス
ト
開
始
、
参
加
勢
働
者
二

O
方。

費
本
家
側
が
担
否
し
た
須
組
合
指
導
者
濯
も
担
否
の

従
来
組
合
非
公
認
の
態
度
を
と
っ
て
い
た
者
本
家
側
も
途
に



周

L
、
政
府
の
斡
旋
に
よ
り
指
導
者
と
合
合
し
、

政
府
任
命
の
主
立
委
員
舎
が
報
告
を
提
出
す
る
迄
と
い
う
期
限
付
協
定
が
成
主
し
て
¥

ス
ト
は
中
止
さ
れ
た
。
委
員
曾
の
調
斉
報
告
は
十
月
一
八
日
に
提
出
さ
れ
た
。
指
導
者
建
は
資
本
家
仰
と
の
間
報
告
の
検
討
を
提
議
し

た
が
、
資
本
家
側
は
再
び
組
合
非
公
認
の
立
場
に
蹄
守
て
担
苔
し
た
。
指
導
者
逮
は
土
む
な
く
報
背
容
認
か
ス
ト
再
開
か
を
組
合
員
の

一
般
投
票
に
問
う
た
。
そ
の
結
果
は
十
二
月
五
日
に
判
明
す
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
「
大
多
数
が
第
二
の
問
題
に
賛
成
投
嘆
す
る
こ
と
は

杢
く
確
貿
で
あ
っ

M
V」
然
る
に
指
理
者
逮
は
寸
-
月
一
一
一
一
日
「
勢
資
代
表
の
折
衝
」
の
必
要
性
を
拙
制
し
た
下
院
の
決
議
案
(
野
働
鍛

代
表
梶
山
)
が
可
決
さ
れ
資
本
家
側
が
彼
等
と
の
曾
談
を
承
認
す
る
や
直
ち
に
之
に
底
じ
、
そ
の
結
果

H
中
央
制
停
機
関
を
排
し
職
問

毎
の
訓
停
機
関
に
議
長
を
置
き
そ
の
判
決
は
決
定
檎
を
持
つ

付
組
合
は
公
認
さ
れ
な
い
が
組
合
役
員
は
書
記
と
し
て
調
停
税
関
に
入

り
得
る
等
の
如
き
不
渦
H
K
な
協
定
に
催
じ
闘
争
を
帥
眠
、
結
せ
し
め
た
。

睦

ω
一
九
O
七
年
司
肖
2
〉
日
制
』
四
日
目
百
円
凶
目
。
n
w
q
且
阿
倍
Z
E
凹月
EEω
遣
を
中
心
と
す
る
諸
組
合
が
ぜ
ネ
ス
ト
を
企
岡
し
た
時
、

政
府
の
介
入
に
よ
り
ス
ト
を
回
避
し
亡
組
合
と
資
本
家
側
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
ー
も
の
で
、
調
停
機
闘
の
設
置
そ
の
構
成
・
階
限
等
を
規
定
し
た

お
・
出
国
-no『
自
仏
国
司
旨

5
7
J
E血
o
f
H
O
E
m自
自

3
5
同
凶
円
【
昔
話
回
MMH)

m
w
n。
古
自
色
』
H
p
o
f
H
E
F
可

問

、

mw
彼
等
の
一
人
常
り
週
平
均
賃
銀
は
一
九
O
七
年
の
二
五
市
一

O
片
に
対
し
一

O
年
は
二
五
志
九
片
に
低
下
し

τ
い
た

aB凶
己
丘
叶
日

骨
U

同
mu。且

B
n
E』
g

E
同
且
2
0内
耳
戸
m
g
自
仏
国
。
R
m
o出
戸
島

O耳
目
時
Z
d
E百
ι
E諸
島
。
白
日

H
C
C
U
H
V
目

出

O
R品。州

司
自
白
。

P
E
.、
巴
口
司
目
出
)

ω
円
。
官
自
仏
〉
目
。
ご

F
H
P
司
N

N

1

同
「
種
々
な
職
権
に
影
響
を
輿
え
て
い
る
零
点
主
解
決
宇
る
篤
の
基
礎
の
交
捗
の
潟
に
組
合
代
表
よ
脅
談
す
る
こ
と
。
若
L
之
が
胸
骨
れ
ら
れ

な
い
時
は
今
日
要
求
さ
れ
て
い
る
ゼ
ネ
ス
ト
に
応
ず
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
い
}
そ
の
内
容
。
(
円
。
正
』
件
当
H
E
Y
P
M
P
M
M
H
g
)

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
閑
労
働
運
勘
の
性
格

第
七
十
特

11. 

第
五
挽

五



一
九
千

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
岡
地
方
働
運
動
の
性
格

第
七
十
巻

O 

第
五
抗

五
回

山
間
司
調
停
機
構
白
修
正
白
舗
に
王
立
委
員
曾
を
任
命
す
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
内
粋

園
内
町
内
向
島
巧
R
r
E
m
Q
m
m
m
z
o
Z日
向
耳
目
包
1
5唱
司
・

ag

m
「
ス
ト
の
即
時
中
止
、
ス
ト
労
働
者
白
完
全
復
職
」
が
そ
白
内
容
(
口
庄
内
自
」
己
同
日
♀

up-p・同
M
M
M
}

的
「
調
停
速
度
を
速
め
る
、
仲
裁
的
要
素
の
強
化
」
が
そ
の
内
容
(
口
0
5
自
白
〉
日
旦

-
H
U
E
-
司
自
)

側

同

oa除
F
4
M
F
L
Z
P
P
H
E

一
九
一
二
年
か
ら
一
四
年
に
亙
っ
て
組
合
指
導
者
建
の
反
劃
を
無
視
し
て
地
域
的
同
情
λ

ト
が
頻
獲
し
た
。
之
等
は

H

n
h
u
 

年
の
グ
プ
リ
ン
の
ス
ト
に
謝
す
る
同
情
ス
ト
と
将
司
，
P

ツ
ク
ス
・
ス
ト
と
に
、
即
ち
他
産
業
の
勢
働
者
に
劃
す
る
同
情
マ
ハ
ト
と
自
組
合

(
白
ロ
・
出
口
o
-
o
u
h凶
号
。
Z
同官庁
O
H吋

om
目。

九

の
弊
働
者
に
射
す
る
阿
情
ス
ト
と
の
二
類
型
に
分
け
得
る
。

以
上
の
検
討
を
通
じ
、
銭
道
従
業
員
に
於
て
も
指
導
者
と

E
同
砕
自

ι
B
O
と
の
割
+
ー
が
あ
っ
た
こ
と
を
看
取
じ
得
る
o

ゼ
ネ
ス
ト

。
場
合
に
例
を
と
れ
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
日
易
自
色

E
o
が
激
脅
し
、
指
筆
者
逮
は
そ
の
早
期
経
結
の
震
政
府
・
議
舎
の
調
停
を
肱

迎
し
、
円

E
H
n
B血
E
o
の
意
志
を
無
税
し
て
ス
ト
を
中
止
せ
し
め
て
い
る
。

又
指
導
者
の
反
針
を
無
胡

Lτ
起
っ
た

B
ロ
宵
自
色

E
o
に
よ
る
地
域
的
同
情
可
〈
ト
も
そ
の
誇
左
で
あ
る
。

;;; 

。町

rコ
幸

運 宮

輪・2
努 i
働

者 E
司

お

向山
W

一
九
一

O
年
夏
寸
全
園
海
員
及
び
火
夫
組
合
」
は
調
停
機
闘
の
設
置
・
最
低
賃
銀
等
の
全
国
的
要
求
項
目
を
作
成
し
て
、

合
合
」
と
の
交
渉
を
要
求
し
た
。
然
る
に
資
本
家
側
は
従
市
恥
か
ら
の
組
合
非
公
認
の
原
則
に
立
ち
之
を
担
否
し
た
錦
、
翠
一

f
ザ

Y
プ
ト
ゲ
の
労
働
者
が
ス
ト
に
入
り
、

r
ー
ル
及
び
ハ
ル
白
勢
働
者
が
之
に
観
き
、
資
本
側
の
ス
ト
破
り
母
雇
傭
を
以
て
す
る
封

「
船
主
聯

一
年
六
月



抗
策
は
他
の
勢
働
者
の
反
感
を
買
い
、

F
1
ル

及

び

ハ

ル

そ

の

他

の

他

方

の

「

海

員

及

び

火

夫

組
合
」
の
ス
干
は
荷
決
益
閥
的
規
模
に
強
展
し
た
錦
、
資
本
家
も
迭
に
屈
し
て
多
く
の
点
に
於
て
譲
歩
を
行
い
ス
ト
は
総
了
し
士
。
然

る
に
最
初
同
情
ス
ト
に
出
殻
し
た
品
Qn-内
角
川
崎

ω
は
衣
等
に
彼
等
の
要
求
を
明
確
化
し
、

T

Y

ブ
エ
勺
〈
グ
l
-
P
ヴ
ア

I
ブ
i

ル
地
域
の

E
n
F肖
ω
も
ス
ト
に
入
っ
た
が
政
府
の
開
停
に
よ
り
七
月
九
日
産
以
て
一
底
ス
下
は
絡
結
し
た
か
に
見
え
た
。
然
る
に
打
ち
続
く
ス
ト
の

波
に
刺
戟
さ
れ
た
ロ

Y
V
ン
の

ι官
官
日
は
ス
ト
を
以
て
賃
上
何
を
要
求
し
、
観
い
て
田
宮
司
色
。

3・
0
B
4『
司
W
O
E
-
の
耳
目
自
-

P
旦
宮
門

Z
3
1
2問
自
由
円
ロ

3
5
の
E
Hロ
ー
百
円
H
O
E
-
そ
の
他
が
夫
々
要
求
を
掲
げ
て
ス
ト
に
入
り
全
ロ

y
f
ン
池
は
そ
の
機
能
を

停
止
し
た
の
こ
こ
に
於
て
全
閣
運
輸
勢
働
者
聯
合
舎
の
指
導
者
濯
も
途
に
腕
起
し
、
之
等
全
職
誼
の
勢
働
者
の
要
求
が
貫
徹
さ
れ
る
迄

島

o
n宵
耳
切
が
同
情
ス
ト
に
入
っ
た
。

ス
ト
を
続
行
す
る
旨
宣
言
し
た
。
八
月
八
日
政
府
は
資
本
家
側
の
譲
歩
を
要
請
し
勢
働
者
の
勝
利
に
蹄
し
た
。

註

ω
彼
等
は
駒
仙
・
利
潤
の
上
昇
に
も
拘
ら
ず
、
依
然
と
し
て
貨
銀
が
指
置
の
主
主
で
あ
る
こ
と
に
劃
し
不
満
を
持
つ

τ
い
た
、

情
ス
ト
白
長
因
で
あ
る
。
3
0
0片
側

O
U
S凶
再
出
巴
a
-
F
E
J
M
V
岡
山

g

t

-

ω
要
求
は

J
口
z
t
o目
。
弘
同
O

E
匂

E
V
O
E・
4
4
M
F
H
m
u
m可

Z
員
同
O円
0
4
2
5
H
3
で
あ
っ
た
。
(
印
自
仏
国
司
島
F
U
H

『
H

血
屯

HM・
m
c
g

問
と
り
ス
ト
が
如
何
に
完
全
に
行
わ
れ
た
か
を
オ
ブ
ザ
1
6
ア
1
紙
は
「
r'V/
グ
は
全
く
そ
白
機
飽
を
停
止
し
た
、
思
ス
ト
勢
一
働
者
村
ピ
ケ
タ

ト
を
張
る
必
要
は
な
か
っ
た
、
何
故
な
ら
そ
の
針
象
と
な
る
弊
働
者
が
居
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
報
尋
し
て
い
る
。
(
円
。
正
〉

mw宮
F
-
H
E
P

HymEH) 

之
が
阿

血
。
。
昨
耳
切
が
賃
上
を
要
求
じ
指
導
者
逮
は
資
本
家
と
交
渉
を
開
始
し
て
協
淀
に
謹
し
た
。
然

る
に
日
ロ
宵
智
弘
芭
o
は
こ
の
協
定
を
誼
苔
し
て
丸
ト
に
入
っ
た
。
資
本
家
の
要
請
に
よ
り
政
府
が
介
入
し
指
導
者
連
と
の
聞
に
交
渉
-

一
丸
一
一
一
年
一
月
ク
ラ
イ
下
地
域
の

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
岡
山
町
働
趨
拐
の
性
格

第
七
十
巻

第
五
脱

五
五

e 

¥ 



一九一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
園
労
働
運
扇
の
性
格

第
七
十
稽

第
五
抽
出

五
ム
ペ

が
行
わ
れ
た
が
、

E
ロ
回
内
自
己
2
H
A
W

に
押
さ
れ
て
激
化
し
た
指
導
者
建
は
資
本
家
側
の
提
案
世
担
否
し
、

会
図
運
輸
勢
働
者
聯
合
曾

に
代
表
を
源
遣
し
だ
ゼ
ネ
ス
ト
を
要
求
し
た
。

然
る
に
聯
合
曾
指
導
者
は
之
に
陪
ぜ
ず
、
逆
に
代
表
を
訴
誼
し
て
.
政
府
・
資
本
家
代
表
及
び
ス
ト
地
域
の
指
一
唱
者
と
合
脅
し
、

B
ロ
W

B
且

P
E
が
担
苔
し
た
協
定
を
締
認
し
て
λ

ト
を
絡
結
せ
し
め
た
o

抽
聞
い
て
二
月
Y

ン
チ
ェ
ス
グ
}
で

且
耳
目
自
日
の
マ
ハ
ト
が
起
っ
た

が
訳
立
し
て
関
守
し
た
得
失
敗
に
終
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
各
地
域
の
日
ロ

r
E品
目
。
の
λ

ト
に
劃
す
る
聯
合
合
指
導
者
の
傍
観
者
的

態
度
は
後
に
大
き
な
酬
を
持
ら
し
た
。
ヂ
ず
オ
ン
ポ
ー
ト
卿
を
中
心
と
す
る
ロ
ン

F
v
d
批
仙
の
胡
宮
本
家
側
は
前
年
の
協
定
資
行
に
積
極
的

で
な
か
っ
た
上
に
聯
合
曾
非
公
認
の
態
度
を
示
し
た
。
之
に
憤
激
し
て
先
ず
五
月
二
一
日
出

RH宮
内
田

g
と
司
且
耳
目
自
観
い
て

ι
o
n
E
E
が
ス

I
じ
入
っ
た
。
聯
合
合
自
体
の
存
否
に
係
る
問
題
で
あ
っ
た
潟
、
聯
合
合
指
導
者
も
今
度
は
リ
ー
グ
l

シ
ツ
プ
を
と
り

二
三
日
以
後
に
は
杢
ロ
ン
ド
シ
惜
の
機
能
は
停
止
し
た
。
政
府
は
直
ち
に
調
停
に
乗
り
出
し
た
が
、
資
本
家
側
の
川
明
日
眠
な
態
誕
の
矯
成

功
せ
ず
、
指
草
者
は
還
に
各
地
域
の
日
ロ
昨
白
ロ
品
目
。
の
彼
等
に
劃
す
る
不
納
及
び
運
輸
勢
働
者
聯
合
曾
が
聯
合
脅
で
あ
る
と
い
う
現

賢
を
担
一
蹴
し
て
そ
の
傘
干
の
全
扮
働
者
に
ゼ
ネ
ス
干
を
要
請
し
た
。
抽
出
し
之
は
成
功
す
る
筈
も
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
を
除
い
て
は
健
か
の

λ
且

O
V

勢
働
者
が
多
加
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
七
月
一
日
の
議
舎
の
決
議
も
資
本
家
側
を
軟
化

L
得
ず
逢
民
二
七
日
欧
北
冷
以
て
絡
了
し
た
。

註

ω
仮
等
は
九
ト
齢
結
後
の
交
防
、
及
び
連
合
曾
非
公
穏
を
主
践

(
E
E
』
昏

5
5
・
H
U
M
P

同
N
N印
)

ω
努
倒
的
鼎
提
出
の
決
議
で
内
容
は
「
下
院
は
年
議
解
決
白
目
的
を
以
亡
資
本
家
及
び
労
働
組
合
代
表
が
曾
識
す
る
ζ

と
を
便
宜
な
め
と
思
考

す
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
(
円
。

z
h
m
w喝
同
日
ご

F
E
・噌
N
N
寸
|
旧
日
∞
)

以
上
の
検
討
を
通
刊
し
、
運
輸
野
働
者
に
於
て
も
指
導
者
と

E
D
W
自
b

目
。
と
の
封
立
が
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
ス
ト
ラ
イ

キ
は
常
に
日
ロ
昨
自
品
目
ぽ
よ
り
起
さ
れ
、
組
合
指
導
者
は
之
に
到
し
傍
視
者
的
熊
度
を
と
り
、
設
に
彼
等
が
立
ち
上
っ
た
時
に
は
大



多
数
の

B
回
肘
自
品
目
配
は
、
そ
の
指
禅
に
服
す
る
こ
と
を
拒
否
じ
た
。

第

二

筒

「
附
労
働
不
安
」
期
の
指
導
的
勢
力
で
あ
り
且
サ
ン
ヂ
カ
リ
イ
〈
ム
の
影
響
が
最
も
騒
い
と
稲
さ
れ
る
炭
坑
夫
・
織
道
従
業
員
・
理
職
務

働
者
の
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
勢
働
運
動
の
以
上
の
よ
う
な
検
討
か
ら
抽
出
さ
れ
る
特
徴
的
形
態
は
、
保
守
的
た
指
導
者
と
念
進
的
な

司
自
]
州
自
己

R
Z
と
の
射
立
で
あ
る
。
而
も
こ
の
謝
I
A
は
車
に
之
等
三
大
勢
力
に
於
て
の
み
な
ら
ず
、
佃
々
の
特
殊
的
例
外
は
あ
る
に

最思

折

せ
よ
成
〈
勢
働
者
階
叡
昼
休
を
一
辿
じ
て
見
ら
れ
る
事
賓
で
あ
る
。
以
下

-
二
の
事
賓
を
皐
げ
て
之
が
例
設
と
し
た
い
。

戸
例
'
】
遁
船
部
門
。
一
ユ
1
キ
ヤ
Y
ス
ル
及
び
北
東
部
の
造
船
所
を
一
九
一

υ九
年
春
か
ら
闘
っ
た
機
械
エ
そ
白
他
の
労
働
者
に
よ
る
一
連
の
白

保
護
生
的
ス
ト
ラ
イ
キ
。

努
働
者
作
調
停
及
び
仲
誠

r」
る
守
点
の
解
決
と
い
う
従
却
の
慣
習
を
破
つ
ζ

ス
ト
に
入
っ
た
ば
か
り
で
な
く
「
多
く
の
場
合
に
於
て
彼
等
自
身

の
指
準
者
及
び
委
員
曾
に
反
抗
す
る
行
司

J

〕
、
を
含
み
、
ス
ト
は
栴
導
者
逮
の
安
協
に
よ
る
解
決
樹
告
を
無
悶
L
て
償
け
ら
れ
q

造
船
資
本
家
と
そ
の

部
門
=
六
相
合
と
の
問
に
締
結
さ
れ
た
協
定
に
よ
り
終
結
し
た
。
併
し
な
が
ら
日
再
自
民
団
ぽ
の
不
満
は
解
消
さ
れ
ず
、
協
定
締
結
の
十
二
月
か

内

2
V

U

り
翌
一

O
竿
入
月
迄
実
に
二
人
固
に
よ
る
自
然
強
生
的
ス
ト
が
起
っ
た
@

戸剛一
2
}

誼
船
部
門
。
グ
ラ
イ
ド
及
び
タ
イ
シ
の
浩
姑
所
の
汽
備
工
は
地
方
調
停
委
員
曾
の
賃
銀
決
屈
を
不
満
と
し
亡
ス
ト
に
入
っ
た
@
組
合
指

事
者
連
は
一
九

O
九
年
の
協
定
通
区
と
し

τ
ス
ト
承
認
を
抱
合
し
、
何
等
の
支
持
も
与
え
な
か
っ
た
。
一
九
一

O
年
九
月
資
本
家
側
は
全
汽
他
工
の

ロ
ツ
グ
・
ア
ウ
ト
を
護
表
。
組
合
指
導
者
逃
は
資
本
家
側
と
交
渉
す
ベ
き
全
植
を
要
求
し
た
が
日
ロ
何
回
口
代
田
宮
内
は
之
を
抱
否
し
、
協
定
に
到
達
し

た
場
合
に
は
そ
の
諾
否
は
目
件
目
白
由
一
-m
の
一
般
摂
票
に
よ
っ
て
決
す
る
と
い
う
係
件
付
で
特
別
交
渉
委
員
を
任
命
す
る
と
い
う
翠
ド
比
た
。
而

も
従
来
汽
踏
エ
は
〕
「
平
和
的
方
法
の
最
も
断
乎
た
る
宅
張
者
で
あ
り
、
内
部
的
規
律
・
指
導
者
に
対
す
る
禽
敬
・
組
合
資
金
等
に
於
て
槙
価
的
労
働

組
合
員
E
あ
っ
た
」
。

円
例
3
d
建
築
部
門
。
一
九
一
四
年
一
月
ロ
ン
ド
ン
の
建
築
組
合
員
が
ロ

Y
グ
・
ア
ウ
ト
に
逢
い
、
闘
辱
は
長
期
且
困
難
を
極
め
た
。
而
も
「
事

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
間
労
働
運
厨
の
性
杓

第
七
十
程

第
五
競

五
七



一
九
一

Oil-
四

年

に

於

け

る

英

闘

労

働

運

動

の

性

椅

三

二

同RYov 

越
は
ス
ト
に
入
っ
た
片
目
町
自
色
由
ぽ
と
彼
等
の
指
滞
者
と
の
聞
の
不
信
の
億
一
層
悪
化
し
た
」
。

第
七
十
時
唖

第
五
腕

五
八

註

ω
J
E
M
同
。

F巳
E
P

ニE
F
司

叫
G
M

m
吋
}
同
国
O汁『耳目ロ

U
H
E
P
H
V
U
E白

間
叶
戸
国
OEmZHロ
二
E
F
吋
臼
q
F
m
-
U・国
E

口。
FmukH
回目

0
1
日
ω
百
円
可
。
ご
宵
回
口
巴
ω
『
巧
耳
目
白
ロ
旧

n
E富
冨
0
5耳
目
門

]
戸
叶
∞
m
w
l
l
H
@
九
日
叶
同
M
R
M
N
C

川
問
吋
}
同
国
。
佳
m古
田

U
H
E
F
司

・

目

。

∞

、

問
。
口
出
口
旦
O

B

島国・
M
M
O
凶
作
官
官
・
叶
宮
田
崎
町
向
島
沼
。
1
0
月
島
卜
巴
品
目
戸
凸
斗

き
て
小
論
の
論
点
の
一
半
は
、

滋
烈
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
取
上
げ
、
そ
こ
に
於
け
る
特
徴
的
形
態
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。

「
勢
働
不
安
」
期
の
闘
守
が
革
命
的
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い

5
点
に
あ
り
、

之
が
解
決
の
潟
阿
矧
の

而
L
ぺ
そ
日
の
特
徴
的
形
態
と

L

て
抽
出
さ
れ
た
の
が
保
守
的
な
指
導
者
と
急
進
的
な
司
自
持
自
民
自
o
と
の
針
立
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
営
然
問
題
は
次
の
よ
う
に
展
開

す
る
。
即
b
右
の
よ
う
な
相
封
抗
す
る
指
導
者
と
司
自

w
B品
目
官
と
の
封
抗
性
は
す
ン
デ
カ
り

r
ム
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か

否
か
と
い
う
こ
と
o

相
劉
抗
す
る
こ
大
勢
力
の
何
れ
か
一
方
が
す
ン
ヂ
カ
リ
芦
ム
な
る
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
自
己
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
奉
ず
る
こ
と
に
よ
り
こ
の
封
抗
性
が
生
じ
て
ヂ
た
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
。
こ
の
間
四
に
解
答
す
る
ご
と
に
よ
っ
て
の
み
小

論
の
論
点
は
終
局
的
に
解
答
を
興
え
ら
れ
る
。

第
三
章

指
相
唱
者
主
」
自
国
間
円
白
血
由
。
と
の
射
立

前
章
末
に
於
け
る
問
題
は
保
守
的
な
詣
導
者
と
急
逝
的
な
円
自
宵
自
己
岳
o
と
の
封
立
の
持
つ
意
味

1
こ
の
封
立
の
性
格
規
定
を
行



う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
答
し
得
る
。

即
ち
所
詞
相
割
抗
す
る
「
保
守
的
」
及
び
「
急
進
的
」
と
は
こ
の
場
合
何
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
、
一
換
言
す
れ
ば
之
等
二
つ
の
言
葉
の
内
容
的
意
味
規
定
を
英
闘
勢
働
運
動
史
に
即
し
つ
つ
隠
奥
的
に
規
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
解
答
し
得
る
。

第
-
怖

十
九
世
紀
後
半
以
後
勢
働
運
動
界
を
支
配
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
階
級
調
和
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
と
は
銑
挫
の
通
り
で
あ
る
。

指
導
者
の
「
保
守
性
」

f¥. 

七
一
年
迄
‘
4
F
O
K
F
B
巳
同
ω一
日
巳
包
印
。
。
宮
司
。
悼
の
同
門
司
自
百

E
自
己
】
。
廿

MRm.-の
指
翠
者
た
り
且
勢
働
運
動
界
最
大
の
指
導
者
の
一

人
で
あ
っ
た
ロ

t

パ
1
ト
・

7

ッ
プ
V

ガ
1

1
は
既
に
早
く
一
八
六
六
年
、
役
の
所
属
組
合
員
へ
の
一
パ

Y

フ
レ
ッ
ト
の
中
で
勢
働
組
合

の
合
法
性
獲
得
の
潟
圏
結
の
必
要
を
強
調
し
た
後
「
法
律
の
保
護
と
更
に
そ
れ
以
後
数
年
の
経
験
を
経
た
後
、
吾
々
は
勢
働
運
動
史
上

出
来
る
限
り

に
一
新
紀
元
を
劃
し
、
雇
働
者
難
の
全
面
的
信
頼
を
獲
得
L
、
勢
賛
同
の
見
解
の
相
濯
を
仲
裁
に
訴
え
る
乙
と
に
よ
り
、

ス
ト
の
支
出
と
心
努
か
ら
杏
々
の
組
合
を
解
放
す
る
こ
よ
が
出
来
る
で
あ
り
う
こ
と
を
信
C
て
疑
は
向
」
と
漣
べ
て
い
る
。

ら
れ
る
の
は
勢
資
協
調
、
階
殺
割
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
1

以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
而
し
て
こ
の
階
続
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ト
が
英
闘
勢

一
八
六
七
年
シ
ヱ
フ
イ

1
V
ル
の
勢
働
者
濯
が
僅
か
三

O
年

こ
こ
に
見

働
運
動
を
支
醒
す
る
に
至
っ
た
の
は
了
八
七

0
年
代
初
期
と
考
え
ら
れ
、

前
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
が
そ
の
一
潟
に
血
を
流
し
て
戦
っ
た
港
間
帯
構
獲
得
後
の
最
初
の
選
考
に
於
て
ノ
ク
ヲ
V

ガ
ム
の
資
本
家
マ
ン
ヂ
ラ
氏
を

推
薦
し
た
こ
と
が
そ
の
指
棋
を
な
す
。
き
で
こ
の
よ
う
な
階
級
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
l
は
賓
は
、
英
圏
中
産
階
叡
就
中
ピ

l

r
リ
イ
敬

授
、
フ
V

ヂ
ツ
グ
・
ハ
り
ソ
ン
、
ロ
イ
ド
・

3
ヨ♂

l
y
r
、
ゾ
ロ
ル
ピ
・
ロ
J
V
ヤ

1
ス
等
の
枇
曾
改
良
主
義
者
・
小
プ
ル
ジ
弓

7
急
進

主
義
者
・
キ
リ
ス
ト
敬
枇
曾
主
義
者
遺
に
よ
り
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
い
U

は
論
者
の
指
摘
す
る
所
で
あ
町
山
即
ち
彼
等
は
勢
賢

雨
階
級
の
橋
渡
し
的
役
割
を
果
し
た
。
更
に
こ
の
階
叡
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ

1
の
育
成
に
首
っ
て
注
意
す
べ
き
は
一
八
七
五
作
乃
至
八

第
五
暁

-九一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
闘
曲
目
働
運
動
の
性
格

第
七
十
栽

三
ニ
王

五
九



一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
図
労
働
運
動
の
性
絡

第
七
十
省

-". 〆、そ
の
代
表v 第♂
的，五
イ田

f戸

ノす

ロ

夕、，1 
J 

s 

O 

0
年
代
に
源
を
殺
す
る
自
由
主
義
の
新
自
由
主
義
へ
の
饗
質
の
県
し
た
役
割
で
あ
る
。

d

グ
リ
ー
ン
で
あ
り
、

， 
Jレ

及
び
T
-
H

彼
等
は
所
調
レ
ツ
セ

フ
ェ
ー
ル
を
放
棄
し
て
踏
出
資
雨
階
叡
の
調
和
の
矯
こ
の
削
に
同
家
権
力
の

介
入
の
余
地
を
認
め
た
の
で
あ
り
、

彼
等
の
説
く
新
自
由
主
義
は
政
治
的
に
は

F
ラ
ァ
ド
ス
ト
ン
に
率
い
ら
れ
る
円
由
議
に
よ
っ
て

賢
脱
さ
れ
た
所
で
あ
る
。

註一

ω-E
同

E
v
a
o
H同
U
H
V
匹
、
司
・
H
由
回

ω
河
合
栄
治
郎
「
英
間
労
働
黙
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
五
三
頁

き
て
階
段
調
和
は
勢
働
運
動
に
於
て
具
体
的
に
は
経
桝
主
義
と
し
て
、
而
も
ス
ト
ラ
イ
キ
等
の
買
力
行
使
に
よ
る
経
済
要
求
の
貫
徹

で
は
な
〈
し
て
雲
仙
に
よ
ふ
湖
ち
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
消
主
義
と
な
っ

ι現
わ
れ
た
。
阪
に
早
〈
一
八
六

0
2刊
に
マ
ン
デ
ラ
氏
は

自
己
の
企
業
内
に
於
て
勢
働
者
と
の
弔
点
を
調
停
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
た
。
然
し
な
が
ら
之
は
営
時
に
於
て
も
一
四
期

的
な
こ
と
で
あ
っ
て
一
般
的
存
は
寧
ろ
資
木
家
階
毅
は
勢
働
者
階
扱
の
チ
ャ
l
ブ
ズ
ム
か
ら
右
の
よ
う
な
経
済
主
義
へ
の
移
行
を
利
用

し
て
迫
撃
を
加
え
た
。
之
が
川
ハ

O
作
代
の
ヌ
ト
ラ
イ
キ
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

4見

や
が
て
彼
等
も
勢
働
者
階
級
の
新
し
い
イ

ゴヨ
7
百
三
裂
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
一
八
七
一

2
2働
組
合
法
」
及
び
七
五

Z
「
共
受
び
財
産
保
設
法
」
成

白

《

4
》

立
後
一
は
衣
第
に
マ
ン
ヂ
ラ
氏
の
却
に
倣
う
に
至
り
、
践
に
七
ご
年
に
は
「
使
開
者
及
び
勢
働
者
調
停
法
」
が
公
布
さ
れ
た
。
特
に
九
三

年
綿
業
に
於
て
プ
ル
グ
ク
ヲ

y
v
協
定
に
従
っ
て
調
停
機
関
が
設
置
さ
れ
る
や
、
各
極
重
要
産
業
に
於
て
調
停
般
悶
，
又
は
仲
裁
機
闘
が

設
置
さ
れ
た
。
更
に
自
由
議
政
府
は
一
九

O
七
年
鎖
道
年
読
に
介
入
し
て
、
守
議
予
防
と
そ
の
解
決
の
震
に
調
停
桝
開
の
設
置
を
勤
背

L
、
翌
八
4
・
に
は
仲
裁
機
関
の
メ
ン
パ

I
及
び
調
停
機
関
の
中
立
議
長
の
選
任
橋
を
傍
資
双
方
か
ら
委
任
さ
れ
る
に
五
っ
た
。

九
日
ト
フ

イ
キ
で
は
な
〈
闘
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
附
主
義
、

之
が
十
九
世
紀
五

0
年
代
以
降
約
半
世
紀
以
上
に
'
瓦
っ
て
英
闘
を
文
阻
じ
た
勢
働
運



!Merof 
working days 
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表〉

Work-peole 
involvcd 

30，467，765 
9，529，010 

5，724，670 

3，746，368 
.10，345，523 
15，289，478 
2，516，416 
3，152.691 
4，142，287 
3，479.255 

2，338，668 

1.484，220 
， 2，470，189 

643，301 
325，248 
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198，190 
230，267 
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180，217 
188，538 

179，546 
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一九

}
O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
闘
労
働
運
動
の
性
格

650 4 

他産業日ストにより失業した努働者世含む。

勢働者蹟 10人以下文はλト期間1目以?を除〈
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第
七
十
念

表)

Number of Working 、 teopleinvolV"ep Number of 
Years 

可dbVaoyrsklionsg t 
Directly I i~;direc-I Total 。同 Y I tly 

1910 531 38D.U58 130，080 515.165 9.894，831 
1] 903 831，104 130，876 961，780 10，319，591 
12 857 1，233，016 230，265 1，483，281 40，914.675 
13 1，497 516，037 172，888 6B8， 925 11，630，732 

t第
七

第
五
蹴

(Board of Irade ; Report on Strikes and Lock-outs 
in 1913 s. x) 



一
九
一

oー
一
四
年
に
於
け
る
英
閤
野
働
運
動
の
悦
絡

第
七
f
巻

一-
E
一入

第
五
挽

動
で
あ
り
、
こ
の
こ
左
は
女
の
統
計
(
第
一
一
表
)
が
最
も
排
鼎
に
物
語
っ
て
い
る
。

此
円
表
左
一
九
一

O
I
一
三
年
に
闘
す
る
次
の
統
計
(
第
三
衰
〉
と
を
比
較
せ
ら
れ
た
い
。

更
に
調
停
機
関
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
宰
議
件
数
に
閲
す
る
第
四
表
左
前
掲
第
二
表
と
を
比
較
せ
ら
れ
た
い
。

ギ
ー
を
之
以
上
推
鰭
忙
物
語
る
べ
の
が
他
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?

階
般
調
和
の
イ
」
テ
オ
竹

r 

詰

ω
一
入
七
一
年
の
詰
律
に
よ
っ
て
傍
働
組
合
は
法
的
保
謹
下
に
置
か
れ
た
。
コ
ー
ル
は
い
う
=
出
。
司
邑
。
ロ

2
邑

a
v
o
Z官
孔
E

e

-

ω
m
n
F百
回
目
]
官
。
m
Eて
回
目
鬼
門
旦
昆
。
ご
HEm-u
自
可
臣
官
同
首
百
胃

E
-
g
d
E耳
目
。
併
の
止
目
山
口
巴

r
o
H
O尚
昆
耳
目
ι・
百
型
民
E
H
g

m釦
高
胃
。
Z
E
H。国

Z
F
O
昨尚昆
ω
4
4
H
p
a
E
E
m
Z
E
E』
o
E
E
B偽

m
S
E
ロ
Z
Z
S
E
E
-
w司
O
H
E
R見
耳
目
岡
田
宮
田
百
百
巴

問問
E
2
3
(。
口
出

E
H
O
目
白
同

E
m仲間百
Z
U
叶，

um
雪
山
口
問
げ
官
呂
]
O
H日。
l
H
U昌
司

8
3

一
八
七
五
年
の
法
樟
は
勢
偶
者
の
契
約
違

反
が
生
震
及
び
財
産
の
損
害
を
惹
起
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
ム
口
、
政
府
は
そ
り
勢
働
者
に
罰
金
を
課
L
、
設
は
投
獄
す
る
擢
限
を
持
っ
と
と
を
規

定
し
て
い
た
。
(
口
。
巳
自
ι
g
E官
官
・
同
『
足
、
同
V

・
白
白
1
1
8
3

帥
各
地
方
に
仲
裁
機
闘
を
設
け
る
他
、
労
資
閉
め
自
護
的
協
定
を
認
め
、
己
の
協
定
を
合
法
的
契
約
と
認
め
る
と
と
を
規
定
(
司
且
宮
『
音
色

巳
呂
ぬ

U
H
E
F
H
V
日
由
寸
|
見
出
)

ω
寸
戸
国
Q
昌
弘
E
ロ

H
t
目白・
-u
・
M
g

勢
働
運
動
に
於
け
る
組
消
主
義
の
賢
践
は
そ
の
潟
の
組
織
た
る
弊
働
組
合
に
之
に
適
合
し
た
性
格
を
賦
奥
し
た
。

統

計

ハ

第

五

表

〉

が

示

し

て

い

る

。

」

」
の
こ
と
は
次
の

勢
働
貴
旗
的
地
位
を
占
め
た
が
、

而
も
常
時
円
一
組
合
は
熟
練
勢
働
者
中
必
の
職
業
別
札
俄

一
掃
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
縫
っ
て
組
合
員
は
英
圃
勢
働
者
階
綾
中

最
密
な
意
味
に
お
け
る
勢
働
貴
旗
は
勿
論
組
合
指
導
者
逮
で
、
そ
の
例
は

R
・
ア
ッ
プ
レ
ガ
ー
へ

即
ち
勢
働
組
合
は
勢
働
者
の
闘
宰
組
織
で
は
な
く
し
て
友
愛
曾
と
な
っ
た
。

で
あ
り
、
そ
の
組
織
率
は
一
八
九
二
年
に
於
て
杢
勢
働
者
の
僅
か
一



色、

障
問
摂
個
の
こ
の
種
組
合
は
一
八
王
一
年
に
設
立
さ

れ
た
・
4
v
o
k
μ
E
t
m
R
H
M
m宮内凶凹
0
2
0
4
0州
間
口
恒
回
目
同

ち
で
あ
り
之
は
階
級
調
和
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
最
も
よ
〈
一

実
践
し
た
。
之
は
段
時
勢
働
組
合
の
「
新
し
い
見
木
し
と
迄

一
耳
わ
れ
、
や
が
て
と
の
陳
に
沿
っ
て
鉄
鋼
・
綿
業
・
建
築
・

炭
坑
専
の
努
働
者
が
組
織
さ
れ
て
い
っ
た
。
司
'
冨
口

5
2
B
Z回同・
5
回
目

s
f
斗
宮
開

Bロ
8
7両
国
口
百
日
戸
日
芭

IE)

川

同

竿

r
Hけ
る
全
勢
働
者
数
一
回
O
O万
に
針
L
組
織
努
働
者
は
僅
か
一
五

O
万
(
寸
戸
回
。
神
宮
宮
町
日
同
FE--
司
・
自
国
)

刷

同

‘

H
-
F
同
O
H
F
m百
E
U
F
H
ι
・
可

H唱
団

l
巴止

仙

川

パ

1

ミ
シ
ガ
ム
同
盟
H

一
八
九
一
年
金
麗
製
澄
業
者
間
に
締
結
さ
れ
た
価
格
制
限
カ
ル
テ
ル
泊
協
定
過
守
の
方
法
と
し
て
資
本
家
は
野
働
組

合
員
の
み
を
雇
傭
し
、
傍
働
組
合
は
協
定
に
違
反
し
た
資
本
家
か
ら
野
働
者
を
引
上
げ
る
こ
と
を
採
用
。
労
働
組
合
が
カ
ル
テ
ル
維
持
の
手
段
と
な

っ
て
い
る
。
持
働
者
は
代
償
と
し
て
高
賃
銀
と
調
停
機
関
の
設
置
を
撞
得
し
た

e(ng目
。
自
白
同
日

E
S
T
E
P
戸

M
3

l%) 

1i years 
pEE告f 思Bia E 胃ロ昌ヨE司r 

1898 22.1 15.9 41.1 20.9 

99 9.6 14.8 49.5 26.1 

19日O 10.6 17，9 46.6 24.9 

1 12.8 19.8 43.9 23:5 

2 12.1 23.9 41.6 22.4 

g 9.0 26.9 41. 3 22.8 

4 日1 31.9 41. 3 20.7 

1905 10.2 25.4 43.7 20.7 

(Board of Trade : Report
l 
on' Trade 

Union園田 1905~19悶7 P.xiiー玄iv)

Tこシ B
5争 ヤ
嵐 ア ピ
組クツ

合 Jレカ
のト 1
+旨~8.ド
導及ν 、
者び R
謹fパ
等~1 ナ

々ミイ
で y ト

あ ガ
つム R
て問
、開ベ
彼を Jレ

等安、

こ持 D
そ L

階
初
期
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ

1
の
最
も
熱
烈
な
信
奉
者
で

あ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
た
く
し
て
調
停
k
仲
裁
に
よ

る
経
済
主
義
の
賛
同
閥
的
指
導
者
で
あ
っ
た
。

/ 

か
〈
の
如
く
階
毅
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
1
及
び
之
か
ら
結
果
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
な
〈
し
て
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
情
主
義
は
十

九ハ=一

(第五表〕

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
英
闘
努
働
運
動
の
性
格

第
七
十
巻

九

第
宜
曲
師



一
九
一

0
1
一
四
年
に
於
げ
る
英
関
労
働
運
動
町
一
性
格

九
世
紀
後
半
期
以
後
半
世
紀
以
上
に
亙
っ
て
英
図
弊
働
運
動
を
支
閉
し
た
。

さ
て
本
怖
の
論
点
は
「
勢
働
不
安
」
期
に
お
け
る
組
合
指
導
者
連
の
「
保
守
性
」
の
内
容
的
意
味
規
定
に
あ
っ
た
。

第
七
十
巻

O 

第
百
腕

，、
四

之
を
解
決
す
る
潟
戎
の
よ
う
な
例
を
掲
げ
る
。

【
例
1
)
G
・
H
・
D
・
コ
ー
ル
は
云
う
。
「
崎
町
働
組
合
及
び
庇
曾
主
義
者
協
曾
の
旧
指
導
者
連
は
深
い
敵
意
を
抱
い
て
い
た
。

R
・
マ
グ
ド
ナ

パ
ド
は
反
ザ
Y
ヂ
カ
リ
ズ
ム
の
鰯
に
一
書
を
著
し
、

p
・
ス
ノ
1
デ
〆
は
そ
の
著
「
生
活
賃
銀
」
を
位
曾
箆
草
の
手
段
と
し
て
の
ス
ト
ラ
イ
キ
り

無
咲
吉
中

ι濯
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
げ
な
臼
問
、
運
動
」
の
推
進
に
よ
っ
て
麗
簡
に
非
難
さ
れ
た
組
合
の
謹
望
遠
は
労
働
組
合
運
動
に
封
す

る
離
間
と
叛
逆
に
閲
す
る
主
張
を
以
て
応
え
た
」

c
(
傍
点
筆
者
)

(例
2
》
符
働
問
掲
の
指
導
者
P
・ス
Y

1
デ
シ
は
-Z
ぅ
。
「
勢
働
者
白
木
清
は
あ
る
場
合
に
は
組
合
執
行
部
が
繍
結
し
た
協
定
に
射
す
る
叛
逆
と

じ
て
、
叉
非
公
詔
ス
ト
と
し
て
現
わ
れ
た
@
か
か
る
符
篤
が
若
し
麗
贋
綿
返
き
れ
た
な
ら
ば
そ
れ
は
閣
体
協
約
及
び
停
働
組
合
主
義
そ
れ
自
体
を
破

展
ず
る
。
執
行
部
の
権
威
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
執
待
部
は
そ
の
地
位
に
止
ま
る
ζ

と
が
出
来
な
い
。
産
業
別
組
合
主
義
を
熱
心
に
主
張
し
た
少
叡

の
人
々
〔
サ

ν
ヂ
カ
リ
ス
ト
翠
者
M

の
回
開
常
な
努
力
に
も
拘
ら

f
、
罷
禁
容
開
聞
に
お
け
る
調
停
の
概
念
は
過
去
に
於
て
褒
遺
し
て
き
た
。
詳
し
圏

民
所
得
に
於
て
四
百
偶
者
が
よ
り
大
な
る
擢
利
。
伊
鳴
っ
と
と
が
一
般
的
に
認
識
き
れ
得
る
な
ち
ば
、
調
停
な
る
方
法
は
そ
の
目
的
達
成
に
最
も
受
諾
し

得
る
も
申
た
る
こ
と
が
諮
問
ヌ
れ
る
で
あ
ろ
号
。
」

戸
湖
1
v
A
・
グ
レ
イ
は
一

Z
1
「
努
働
組
合
の
旧
指
導
者
達
は
勢
問
者
の
買
の
利
柱
比
一
層
伺
主
述
の
そ
れ
と
結
合
し

τい
る
と
と
を
熟
知
し
に

い
た
。
」

(例
4
】

A
・
ν

1
グ
イ
y
は一

R
4。
「
あ
る
犬
組
合
の
曹
詞
長
は
そ
の
思
想
・
風
彩
共
に
全
〈
小
企
業
主

D
Jれ
に
似
て
い
る
よ
う
だ
。
彼
は

そ
の
時
聞
の
大
部
分
を
地
方
支
部
が
ス
ト
に
入
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
と
一
穴
っ
て
も
過
言
む
は
な

U

一

'

と
こ

Eら
れ
る
の
は
十
九
世
相
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
そ
の
響
踏
襲

E苦
手
組
合
導
者
遣
の
「
保
守
色
白
内
容
的
護
規
定
は
朗

自
で
島
る
。
即
ち
一
T
?っ
所
の
「
保
守
性
」

E
は
十
九
世
相
後
半
期
の
英
闘
労
働
運
動
を
安
岡
L
た
階
級
調
和
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
句
、
そ
れ
か
h

り

結
呆
ナ
る
勢
働
運
到
の
ス
ト
ラ
イ
キ
按
舎
の
同
組
問
主
義

u調
停
と
仲
裁
に
よ
る
樫
漕
主
義
へ
の
概
限
化
、
之
に
他
な
ら
な
い
。



仰向(叫註

附

m-U
回
目
円
。
ぽ

L
E耳
目
見

3
。
ご
富
田
口
氏
回
目
吉
岡

E同
口

E
出
。
再
自
由
ニ
道

1
5
2・
g

F

。EK
9
m
w
S
F
U
H
E
a
-
-
V
E甲
I
E叶

回
目

kpZ町民
H
1
0昌
日
間
司
国
且
庁
巴
同
曲
目

ω司
品
戸

ω
σ
@耳
目
y

由

M

KPE
吉
岡
ロ

F
句
通
商
引

HV庄
司
司

H
民
l
H討

第
二
傭

南'

密
易
自
己
管
の
「
念
造
性
」

先
ず

E
ロ
『
昌
弘

E
O
の
A

一
品
進
化
の
原
閃
の
析
出
か
ら
始
め
る
o

世
紀
の
時
換
以
後
勢
働
者
階
般
の
生
活
水
準
は
如
何
に
費
化
し
た

の
で
あ
ろ
う
か

T

(第六表】

GrOS8 -Net 
Year目 可bVfOagBeeys Money Wages 

1900 100 100 

1 99 98 

2 98 96 

3 97 95 

4 97 93 

5 97 95 

6 99 98 

7 102 101 

8 102 96 

1909 100 95 

Jlirgen _Kuczynski 
LabOr Conditions ln 
，Western Europe 1820 
-'-1935 p. 71ー 73

t第七喪〕

4、買物相指数 卸萱物憤指載

45 
品目

97.6 

100.8・
106.0 

103.0 

104.1 

108.8 

23 
品目

1900 1 100.0 

1 1 100.4 

" 1 101.0 
3 1 102.8 

4 1 102.4 

5 1 102.8 

6 1 102.0 

7 1 105.0 

8 ， 107.5 

9 .1 107.6 

1910 1 109.4 

ヨ叱

6

6

7

8

9

0

 

0

1

 

9

9

 

1

1

 

年正売年

(1) 1900年 ~100
(2) Th. Rothstein; From Char】

tism to Labour ism p. 298 
299 

第
六
表
に
よ
れ
ば
名
目
賃
銀
は
一
九

O
O年
以
後
下
落
乃
至
停
滞
傾
府
直
示
し
て
い
る
。

第
七
十
巻
=
三
二

他
第方
豆 、胸

競債
』主

I 九
，0 
O. 

以

宝
昇
を
観

一九一

oー
一
四
年
に
於
げ
る
英
関
第
働
運
動
の
性
格

、

六
五



一九
-
O
|
一
四
年
に
於
け
る
英
圏
第
働
運
動
の
性
格

一
O
停
に
は
九
百
月
以
上
騰
貴
し
て
い
る
。
之
を
反
映
し
て
静
働
者
の
賓

質
賃
銀
は
下
落
じ
繍
け
、
生
計
費
は
上
昇
し
績
け
て
い
る
。
務
働
者
階

級
の
生
活
水
準
は
世
紀
の
時
換
と
共
に
十
九
世
紀
後
半
以
来
の
向
上
か

ら
-
再

L
て
急
激
な
下
落
に
向
っ
た
。
他
方
失
業
は
、
増
加
し
糠
け
、

一九

O
C年
に
比
し
九
年
は
五
回
似
上
増
加
し
て
い
る
o

車
工
第
働
災

害
も
第
十
表
の
如
〈
噌
加
b
そ
れ
は
叉
勢
働
強
化
の
強
行
を
意
味
す
る
U

之
等
総

τは
何
を
物
語
る
か

7

そ
れ
は
勢
働
者
階
績
の
窮

之
化
に
他
な
ら
な
い
九
州
で
十
九
世
和
後
半
以
後
二
十
世
紀
初
頭
陀
至
る
英
閣
勢
働
運
動
を
支
配
し
た
の
は
階
続
掘
削
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ

1
及
び
之
か
ら
結
果
す
る
ス
ト
一
一
手
イ
キ
抜
き
り
抑
制
桝
主
義
・
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
憐
主
義
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
簡
で
論
議
し
た
所
で

あ
る
。
併
し
な
が
ら
階
級
調
和
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
仮
令
そ
れ
が
如
何
に
美
し
品
目
も
の
と
し
て
設
か
れ
よ
う
と
、

の
現
賢
を
隠
蔽
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
こ
の
現
賓
の
前
に
は
何
等
の
債
値
を
も
持
ち
得
な
い
。

八表 )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

回

目
1

1

 

N~trea lwag田 Fヤtreal w年~S1 Cost of 
Yeal'鳴Ell-tIme院守宮町一Living

100 100 

106 93 

97 100 

95 101 

93 101 

94 I 101 

97 101 

97 104 

92 105 

90 105 

93 106 

(第

100 

101 

98 

97 

96 

96 

98 

99 

97 

96 

95 

Jurgen Kuczyn~ki Labour Conditions 

in Western -Europe 1820一一1935p.71-73 

第
七
十
念

第
五
蹄

ーー

~ 
J、
六

t第九哀〉

失業者
(%t， 

- ‘  一 一1900 I 2.5 

1 I 3.3 

2 I 4.4 

3 I 4.7 

4 I 6.0 

5 I 5.0 

6 I 3.6 

7 I 3.7 

8 I 7.8 

1909 I 7.7 

(1) 但 L之11努

的組合員のみ

(2) Th. Roth-. 

steln From 

Chart国 m 。
Labourism仏

240 

三宅年

け
、
例
え
ば
勢
働
者
階
綾
が
消
費
す
る
二
=
一
品
目
の
小
費
胸
慣
指
数
は

既
識
の
如
き
窮
乏
化

自
ら
の
窮
乏
化
を
身
を
以
て
体
験

し
た
日
ロ
宵
白
ロ
且
出
向
。
が
勢
働
貴
怯
同
化
し
た
組
合
指
導
者
逮
に
よ
っ
て
設
か
れ
る
階
較
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ド
及
び
ス
ト
ラ
イ
キ
抜
き



Years 19日4 1905 

。%υ 

Wages 32，783 58.1 38，737 57.3 

Hours of Labor 1，970 3.5 3，145 日 1

PEamrtpilcouylmar enct Iasosf es 6，081 10.9 6.408 9.5 
or personS ~ 

wznoenrktsmg dk Arrange- 7，601 13.5 5，546 8.2 
C 

Frado Unionism措 7，925 14.1 9，377 13.9 

Other CJ乱sses 20 0.01 4，440 6.6 

Total 56，380 HJO.O 67，653 1日0.0

第十一表

1906 1907 1908 1909 1910 

87，933 55.7 56，058 55.7 175，889 78.5 42，028 24.7 76，474 J 

7，086 4.5 2，080 2.1 8，377 3.7 87，3日7 51.3 91，927 

4，734 3.0 13，699 13.6 11，078 4.9 13，492 7.9 114，793 

6，536 4.1 11，802 11.7 12，467 5.6 8，田2 5.2 62，207 J 

50，750 32.1 16，439 16.3 12，218 7.6 12，935 7.6 32，777 

833 0.6 650 0.6 3，94日 3.3 5，544 3.3 6，907 

157，872 100日 100，728100.0 385，085 1c 

(1) ~ reinstatement of discharged workers， objection to certain 0白cialsetc

(2)謀 non-unionistquestionはとの中には入る

(3) 羽Tork-peoIlTedirectly involved Q)み

(4) Board of Trade~; Report on Strikes and Lock-outs in 1913 s. xvi 



第十一表

'06 1909 1910 

I 55.7 56，058 55.7 ! 175，889 78.5 42，028 24.7 76，474 19.9 

3 4.5 2，080 2.1 8，377 3.7 87，367 51.3 91，927 23.9 

3.0 13，699 13.6 11，078 4.9 13.492 7.9 114.793 29.8 

3 4.1 11，802 11.7 12，467 5.6 8，892 5.2 62，207 16.::'. 

】 32.1 16，439 16.3 12，218 7日 12，935 7.6 32， 777 8.5 

0.6 650 0.6 3，940 3.3 5，544 3.3 6，907 1.7 

~ 100.0 1日0，7281日日 O 223，969 100.0 170，258 100.0 385，085100.0 

S reinstatement of discharged workers， objection to certain officialsetc. 

噂 non-unionistquestionはとの中には入る

Work-people ilirectJy involved白み

Board of Trade~ Report on Strikes and Lock-outs in 1913 s. xvi 

1911 1912 1913 

日83，215 46.1 1，020.420 82.8 2回，146 54.9 

13，161 1.6 8，961 0.7 13，688 2.7 

32，639 3.9 34，985 2.8 53，714 10.4 

68，009 8.2 42，068 3.4 20，159 3.9 

327，588 39.4 12日，924 9.8 120，470 23.3 

6，492 0.8 5，658 0.5 24，860 4.8 

831，104 100.0 1.233.016 100.0 邑16，037100.0 



表〉

Total No of No. Qf Accid巴 No. of Accid- No.. of Accid-

Acddents nts in Factorie百 ents in the ent日 onthe 
Years and Workshops Mines Railways 

Fatal l |NFaotna-l 1F a tall1NFao阻n-1 Fataq F~一ata一a1 Fatal||NFaotna『l 

1900 4，7531 104，303， 816 田，吋 1，01 4，434 631 15，698 

1 4，622 107，286， 782 72，709i 1，101 4，004 565 14，740 
2 4，516 77，69211，024 3，745 485 13，858 
3 4，154 115， 564， 752 79，1071 1，072 3，822 497 14，356 

4 3，985 115，515' 728 79，2891 1，055 β，754 448 14，561 

5 4，268 122，386:. 780 99，54611，159 3，646 437 14，355 

6 4，369 135，693; 804 110，7881 1，142 3，839 483 16，256担

7 4，453 156，2781. 852 
1 2 33 151415 町剖4H I ， 24 5 

5，892 509 Jl，514 
8 4，154 

I1E54司，;776070 
121，1121 1，308 5，回目 432 24，181 

19日9 4，133 116，5541 1買 453 5，859 372 制，095

十(第

の
経
済
主
義
・
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
済
主
義
に
信
す
措
か
な
〈
な
っ

て
も
何
等
具
と
す
る
に
足
り
な
い
し
、
寧
ろ
営
然
の
時
特
色
考
え
ら
る

Th. l<.othstein ; Fro立1Chartism to Labourism p. ，242 

' 

ベ
き
吋
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
日
回
目
内
自
品
目
。
の
急
進
化
の
究
極
の
原

因
が
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
o

抽
出
ら
ば
所
謂
「
会
進
化
」
の
内
容
は

7

攻
の
統
計
が
明
確
に
之
を
一
市
す
。

第
十
一
烹
に
よ
れ
ば
ス
ト
ラ
イ
キ
の
原
因
申
賃
銀
及
び
弊
働
時
聞
の

比
率
は
一
九
一

O
I
一
三
年
に
於
て
平
均
五
八

二
回
と
屋
倒
的
地
位

を
占
め
て
い
る
。
之
は

E
易
自
品
目
。
の
闘
争
の
性
格
が
経
済
主

義
的
で
あ
っ
た
と
と
を
示
す
。
即
ち
自
国
同
白
白
血

E
o
は
窮
乏
化
か

ら
結
果
す
る
生
滑
の
破
綻
か
ら
向
ら
を
救
・
ぅ
矯
買
力
行
使

i
ス
ト
ラ
イ

キ
に
立
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
闘
宰
は
依
然
と
し
て
純
情
主
義

的
で
あ
ヴ
え
l

今
や

E
ロ
宵
釦
ロ
品
臣
官
の
「
急
進
性
」
の
内
容
的
意

味
規
定
法
明
白
で
あ
る
心
即
ち
所
謂
「
念
進
性
」
と
は
階
叡
調
和
の
イ

ヂ
オ
ロ
ギ

1
に
劃
す
る
不
信
及
び
之
か
ら
結
果
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ

る
縦
桝
主
義
、
之
に
他
な
ら
ぬ
。

第
三
節

指
事
者
と
日
ロ
田
内
自
血

P
H
O

と
の
封
立
の

性
格
規
定
。
結
論

一
九
一

O

|
一
四
年
に
於
け
る
英
図
努
働
運
動
の
性
格

第
七
十
愈

一
一
第
玄
関

六
七

、



一九一

0
1
一
四
年
に
於
吋
る
共
闘
弊
働
理
助
の
附
格

第
七
十
巻

一一一三回

第
主
掠

〆、
入

第
二
章
末
の
問
題
は
相
劉
抗
す
る
指
筆
者
と

E
ロ
宵
自
且

p
z
k
の
封
抗
性
は
サ
シ
ヂ
カ
リ
芦
ム
に
由
来
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
而
L
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
保
守
的
な
指
導
者
と
念
進
的
な
目
白

r
E且
P
Z
と
の
針
立
の
性
格
規
定
、
卸
ち
所
謂
「
保
ー

守
陛
」
及
J

「
念
進
性
」
の
内
容
的
意
味
規
定
を
行
う
と
い
う
方
誌
に
求
め
て
分
析
を
進
め
て
き
た
。
故
に
指
革
者
と

E
回
目
内
自
己

町
宮
司
と
の
謝
立
の
陸
格
規
完
は
弐
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
指
謀
者
に
掛
け
る
十
九
世
紀
的
階
較
調
和
の
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
1
及
び
之
か
ら
結

果
す
る
労
働
運
動
の
ス
ト
ラ
イ
キ
按
き
の
経
済
主
義

1
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
経
桝
主
義
と
円
自

r
g
n
H
B
o
に
お
け
る
階
級
調
和
の
イ

、、

ヂ
オ
ロ
ギ
l
に
封
す
る
不
信
及
び
之
か
ら
結
果
し
た
努
働
運
動
の
ス
下
ラ
イ

v

キ
に
立
る
経
済
主
義
と
の
謝
立
。
割
立
の
性
持
が
こ
の
よ

う
に
把
撮
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
お
け
る
封
立
は
同
二
山
目
的

l
紹
憐
主
義

r到
建
す
る
手
段
の
相
違

l
ス
ト

K
よ
る
か
或
は
之
を
抱
紫

し
て
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
か
に
蹄
着
し
、
サ

y
ヂ
カ
リ
ズ
ム
に
由
る
と
は
規
定
し
得
な
い
。

故
に
資
本
主
義
の
止
揚
リ
H
革
命
を
意
圃
す

る
イ
ヂ
オ
ロ
ギ

1
1サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
は
英
岡
勢
働
者
階
較
を
把
揖

L
之
を
革
命
化
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
云
い
得
る
。

は
先
に
分
析
し
た
「
勢
働
不
安
」
期
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
闘
し
賀
誇
し
得
る
所
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

運
輸
勢
働
者
に
於
て
は
ス
ト
の
原
因
は
調
停
機
闘
の
設
置

最
低
賃
銀
制
の
確
立
正
賃
上
げ
等
々
で
あ
っ
た
。

困
で
あ
っ
た
。

J
/
/
 

鍛
道
従
業
員
に
於
て
は
一
九

O
七
年
の
鍛
遺
協
定
の
結
果
勢
働
時
聞
を
封
象
と
し
て
設
置
さ
れ
た
調
停
機
関
を
鰭
る
問
題
が
そ
の
原

最
も
職
闘
的
で
あ
っ
た
炭
坑
夫
の
一
場
合
に
於
て
も
そ
の
原
因
と
な
っ
た
サ
ン
ヂ
カ
り
ス
ト
の
政
策

1
地
方
別
最
低
賃
銀

要
求
は
す
ン
ヂ
カ
リ
芹
ム

1
革
命
的
イ
ヂ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
必
然
的
に
出
て
く
る
も
の
で
は
な
点
、

十
九
世
和
的
勢
働
運
動
の
性
格
益
す
る
使
協
の
産
物
1
あ
る
と
規
定
ー
を
。

は
な
く
、
経
済
主
義
に
よ
っ
て
貫
ぬ
か
れ
て
屑
り
、
そ
れ
故
に

r
そ
安
協
を
本
質
と
す
る
組
合
指
導
者
津
町
一
策
略
が
功
を
奏
し
た
の
で

事
ろ
逆
に
英
圃
サ
y
ヂ
カ
り
ス
ト
の

こ
の
よ
う
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
原
因
は
総
て
革
命
的
で

あ
り
、

ー
ト
ラ
イ
キ
に
女
ぐ
ス
ト
ラ
4
キ
を
以
て
し
最
後
に
資
本
主
義
休
制
の
止
揚

l
暴
力
革
命
を
目
指
ナ
ゼ
ネ
ス
J
F
を
決
行
し
よ
う



U
す
る
サ
Y
ヂ
カ
り
ス
干
の
政
策
は
こ
の
「
勢
働
不
安
」
期
に
於
て
最
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
示
し
た
三
大
勢
働
者
階
較
に
於
で
さ
え
夫

肢
に
蹄

L
た
と
一
式
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
成
一
程
決
抗
夫
に
お
け
る
非
組
合
員
問
題
を
綴
る
ス
ト
・
銭
道
従
業
員
に
お
け
る
同
情
ス
ト
の
頻
設

は
、
皐
な
る
組
関
主
義
的
闘
争
の
域
を
越
え
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
が
、
前
摘
第
十
一
表
の
「
勢
働
組
合
主
義
」
の

最
大
の
屈
を
占
め
る
一
九
一
一
年
に
於
て
さ
え
僅
か
に

=7九
・
四

頃
を
総
て
こ
の
問
題
に
起
因
す
る
ス
ト
と
し
て
把
握
し
た
に
せ
よ
、

出
に
し
か
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
於
て
は
未
だ
商
芽
的
で
あ
っ
て
、
勢
働
運
闘
の
大
勢
を
支
阻
す
る
に
は
歪
ら
な
か
っ

た
。
更
に
又
ご
り
問
題
を
鰐
る
ス
ト
は
既
に
一
九

O
凶
年
頃
か
ら
起
っ
て
局
り
す

y
ヂ
カ
り
ズ
ム
に
由
来
す
る
と
は
考
え
待
な
い
。

か
く
て
「
勢
働
不
安
」
期
の
闘
争
は
経
済
主
義
的
問
宰
で
あ
り
革
命
的
な
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
と
規
定
し
得
る
。

「
附
記
」
川
十
九
世
紀
後
半
以
降
半
世
杷
以
上
に
亘
句
調
停
と
仲
裁
に
よ
る
極
酒
主
義
が
存
績
L
得
た
物
質
的
基
礎
悶
一
九
一

o
i
一コ一

年
の
闘
守
が
紹
問
主
詩
的
で
あ
っ
て
草
命
化
L
得
な
か
っ
た
物
質
的
基
礎
。
M
M
土
二
点
の
分
析
は
紙
敏
昭
一
醐
係
上
割
毘
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
士
。

野

県日

京

都

大

島

助

手

て

木

競

執

筆

者

紹

介

阿

到日

統

京
都
大
田
申
助
獣
援

民

藤

素

京
都
大
串
特
別
堤
草
生

一
九
一

O
l
一
四
年
に
於
け
る
実
関
努
働
運
扇
の
性
格

第
七
十
念

主

第
五
腕

九


